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協会員の認証機関において、新規認証された 認証工場をご紹介します。

認証を受けた者の
氏名又は名称及び住所

認証に係る農林物
資の種類又は
農林物資の取扱い
等の方法の区分

認証に係るほ場、工場若し
くは事業所の名称及び所
在地

認証
年月日

認証
番号

認証機関の
名称又は略称

新栄合板工業株式会社
東京都文京区本郷 丁目

番 号
合板
普通合板

新栄合板工業株式会社 大
分工場
大分県玖珠郡玖珠町四日
市 番

令和 年
月 日

公財 日本
合板検査会

セントラル パネル プロ
ダクツ株式会社
マレーシア サラワク州 ビンツル

私書箱 シビュウ ジョ
ハリスナム通り コマーシャルセン
ター ビンツルシティモール ロッ
ト 階

合板
ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板

セントラル パネル プロ
ダクツ株式会社 工場
マレーシア サラワク州 ビンツル
タタウ ブアンランド地区
ブロック ロット

令和 年
月 日

公財 日本
合板検査会

セントラル パネル プロ
ダクツ株式会社
マレーシア サラワク州 ビンツル

私書箱 シビュウ ジョ
ハリスナム通り コマーシャルセン
ター ビンツルシティモール ロッ
ト 階

合板
低ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞｺﾝｸﾘ
ｰﾄ型枠用合板

セントラル パネル プロ
ダクツ株式会社 工場
マレーシア サラワク州 ビン
ツル タタウ ブアン
ランド地区 ブロック ロッ
ト

令和 年
月 日

公財 日本
合板検査会

赤庄産業株式会社
奈良県吉野郡大淀町大字
下渕 番地

集成材
低ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ構造
用集成材（小断面）

赤庄産業株式会社 集成
材工場
奈良県吉野郡大淀町大字
下渕 番地

令和 年
月 日

公財 日本
合板検査会

イソライト建材株式会社
石川県七尾市奥原町下部

番地

集成材
低ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ構造
用集成材（小断面）

イソライト建材株式会社
和倉工場
石川県七尾市奥原町下部

番地

令和 年
月 日

公財 日本
合板検査会

中国木材株式会社
広島県呉市広多賀谷 丁目
番 号

集成材
低ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ構造
用集成材（小断面）

中国木材株式会社 能代
工場
秋田県能代市扇田字扇渕
番地

令和 年
月 日

公財 日本
合板検査会

島根合板株式会社
島根県浜田市治和町ロ
番地

単板積層材
造作用単板積層材

島根合板株式会社 浜田
針葉樹工場
島根県浜田市治和町ロ

番地

令和 年
月 日

公財 日本
合板検査会

株式会社吉川油脂
栃木県佐野市飛駒町 廃食用油のリサイ

クル工程管理
株式会社吉川油脂
栃 木 県 佐 野 市 飛 駒 町 令和 年

月 日
公財 日本食品
油脂検査協会

新規 JAS 認証工場のご紹介  



協会員の認証機関において、新規認証された 認証工場をご紹介します。

認証を受けた者の
氏名又は名称及び住所

認証に係る農林物
資の種類又は
農林物資の取扱い
等の方法の区分

認証に係るほ場、工場若し
くは事業所の名称及び所
在地

認証
年月日

認証
番号

認証機関の
名称又は略称

新栄合板工業株式会社
東京都文京区本郷 丁目

番 号
合板
普通合板

新栄合板工業株式会社 大
分工場
大分県玖珠郡玖珠町四日
市 番

令和 年
月 日

公財 日本
合板検査会

セントラル パネル プロ
ダクツ株式会社
マレーシア サラワク州 ビンツル

私書箱 シビュウ ジョ
ハリスナム通り コマーシャルセン
ター ビンツルシティモール ロッ
ト 階

合板
ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板

セントラル パネル プロ
ダクツ株式会社 工場
マレーシア サラワク州 ビンツル
タタウ ブアンランド地区
ブロック ロット

令和 年
月 日

公財 日本
合板検査会

セントラル パネル プロ
ダクツ株式会社
マレーシア サラワク州 ビンツル

私書箱 シビュウ ジョ
ハリスナム通り コマーシャルセン
ター ビンツルシティモール ロッ
ト 階

合板
低ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞｺﾝｸﾘ
ｰﾄ型枠用合板

セントラル パネル プロ
ダクツ株式会社 工場
マレーシア サラワク州 ビン
ツル タタウ ブアン
ランド地区 ブロック ロッ
ト

令和 年
月 日

公財 日本
合板検査会

赤庄産業株式会社
奈良県吉野郡大淀町大字
下渕 番地

集成材
低ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ構造
用集成材（小断面）

赤庄産業株式会社 集成
材工場
奈良県吉野郡大淀町大字
下渕 番地

令和 年
月 日

公財 日本
合板検査会

イソライト建材株式会社
石川県七尾市奥原町下部

番地

集成材
低ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ構造
用集成材（小断面）

イソライト建材株式会社
和倉工場
石川県七尾市奥原町下部

番地

令和 年
月 日

公財 日本
合板検査会

中国木材株式会社
広島県呉市広多賀谷 丁目
番 号

集成材
低ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ構造
用集成材（小断面）

中国木材株式会社 能代
工場
秋田県能代市扇田字扇渕
番地

令和 年
月 日

公財 日本
合板検査会

島根合板株式会社
島根県浜田市治和町ロ
番地

単板積層材
造作用単板積層材

島根合板株式会社 浜田
針葉樹工場
島根県浜田市治和町ロ

番地

令和 年
月 日

公財 日本
合板検査会

株式会社吉川油脂
栃木県佐野市飛駒町 廃食用油のリサイ

クル工程管理
株式会社吉川油脂
栃 木 県 佐 野 市 飛 駒 町 令和 年

月 日
公財 日本食品
油脂検査協会

新規 JAS 認証工場のご紹介  

2025.2 ◆ JASと食品表示　1



2　JASと食品表示 ◆ 2025.2



2025.2 ◆ JASと食品表示　3



4　JASと食品表示 ◆ 2025.2



2025.2 ◆ JASと食品表示　5



6　JASと食品表示 ◆ 2025.2



多いとわかっている場合には、小麦の播種時期

を遅らせると雑草の発生量を減らすことが可

能です。ただし、収穫時期の遅れや収量への影

響もあるため、極端な晩播は推奨しません。

②② 野野  菜菜  

タマネギ、レタス、ホウレンソウ、キャベツ、

ブロッコリーを対象に栽培のポイントを紹介

しています。各作目の詳細については本マニュ

ア ル も し く は 佐 賀 県 の ホ ー ム ペ ー ジ

（

）を参照いただきたいと思います。

施肥については、完熟牛ふん堆肥を

を基本として、各作目に必要な資材を投入する

ことになります。たとえば、ホウレンソウでは

完熟牛ふん堆肥に加えて石灰質肥料、リン酸肥

料、肉骨粉等配合肥料（いずれも 有機適合

肥料）を投入します。キャベツやブロッコリー

では微量要素が含まれる資材、タマネギでは発

酵鶏ふんをさらに投入します。タマネギでは苗

床と本ぽで施用量が異なるので、注意が必要で

す。

雑草対策は小麦のような機械除草は難しい

ため、黒マルチ被覆が基本です。黒マルチは雑

草対策としてだけでなく、レタスやホウレンソ

ウの寒害対策としても有効です。

冬作の経営評価

年と 年の か年に現地実証試験を

行った結果から、十分な収益性があることがわ

かりました。小麦は単位面積あたりの農業所得

は低いものの、省力的であることから大規模化

が可能、一方、野菜は作目による違いはあるも

のの、小麦に比べて農業所得は各段に多いもの

の、労働時間も多いことから大規模化は難しい

ことがわかりました。

暖地の水田二毛作で有機栽培を実践する生

産者は少ないことから、本マニュアルを参考に

冬作の有機栽培に取り組む生産者が増えるこ

とを期待したいと思います。
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令和 年 月 日、製粉会館にて 協

会の有機 関係の団体会員と賛助会員を対

象とした情報連絡会を開催しました。登録認証

機関から 名が参加し、説明に関する質疑応

答を含め情報交換が行われました。

冒頭、 協会 戸谷会長からの挨拶の後、農

林水産省 谷室長にご挨拶いただきました。

農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部
食品製造課 基準認証室長 谷 秀治 氏

今年食料農業農村基

本法が改正され、その

新しい基本法に基づい

て基本計画を検討して

いるという大きな節目

でございます。

環境への対応や消費者の安全安心をどう確

保していくかということ、我が国の農産物のこ

とや食品の輸出をどうやって拡大するかとい

うことに引き続きしっかり取り組んでいく必

要がある中で、有機という位置付けは、今後ま

すます重要になってくると認識しております。

高い目標を掲げつつ、まだ道半ばにも至ってい

ない状況ですが、行政としてもしっかり取り組

んでいかなければなりません。

制度を担っていただいている認証機関の皆

様方に農林水産省の取り組みについてご紹介

させていただき、今後の業務の参考にしていた

だければと思います。本日限られた時間でござ

いますが、出席されている皆様方にとって有意

義な連絡会になればと思っております。

．有機 を取り巻く最近の状況と今後の取
り組み

農林水産省 大臣官房
新事業・食品産業部
食品製造課 基準認証室
課長補佐 佐藤 恵理子 氏

※佐藤氏は都合により での説明

有機 改正、有機同等性の交渉等、予算事

業の 点についてお話いただきました。

有機同等性の交渉については、 協会が参

加者から事前に募集した質問に対する回答が

あり、「 との同等性の新しい基準について

は、現時点では何も決まっていないが、皆さん

が困らないように交渉していきたい」、「有機

酒類の同等性については、経過措置の期間内に

同等性の承認が得られるよう進めている」こと

などの説明がありました。

また、食品製造課の補正予算について、令和

年度は有機 認証取得、有機 資材リス

【 議 題 】

．有機 を取り巻く最近の状況と今後の取
り組み

．ベトナムにおける有機 認証関連セミナ
ー報告とベトナムの有機食品市場の現状

．有機農業の推進に関する令和 年度補正予
算および令和 年度予算概要

． が実施する立入検査等の結果につい
て

．みどりの食料システム戦略の進捗と今後の
展開

JＡＳ協会 有機 JAS 関係団体情報連絡会のご報告 

有機ＪＡＳの取組・有機農業の推進、 

 みどりの食料システム戦略の進捗について
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トへの登録及び申請のオンライン化の実証に

係る支援への取組があったこと、令和 年度補

正予算では有機 認証取得及び有機 資

材リストへの登録支援の継続に加えて、検査員

研修やリモート調査導入への支援があること

の説明がありました。

．ベトナムにおける有機 認証関連セミナー
報告とベトナムの有機食品市場の現状

農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部
食品製造課 基準認証室 清家 嘉恵 氏

令和 年 月にベ

トナムにて実施した

有機 に係る研修

報告とベトナムにお

ける有機食品市場の

状況についてお話い

ただきました。

研修会は 国間事業の一環で、規格・認証体

制整備と有機 認証事業者数の増加を目的

として、有機農家、認証機関、政府関係者等の

参加により実施。有機認証の取得において、有

機 が日本の国家規格であるという点に厚

い信頼と高い期待を持っていることから、有機

を取得する事業者が多く、 年から

年までの 年間の事業の成果として、有機

の認知度が向上し、さらにベトナム国内の有機

認証事業者が約 倍に増加したとの説明

がありました。

また、ベトナムの有機食品市場の状況として

は、有機食品への注目が高まってきており、最

近では駐在外国人よりベトナムの一般消費者

に有機食品や有機という言葉が浸透してきて

いるとのことです。

．有機農業の推進に関する令和 年度補正予
算および令和 年度予算概要

農林水産省 農産政策部
農業環境対策課
持続・有機農業推進チーム

係長 増野 功大 氏

有機農業の推進に関

する事業予算について

ご説明いただきました。

令和 年度補正予算について、みどりの食

料システム戦略緊急対策事業のうち、有機農

業拠点創出・拡大加速化事業（旧：有機農業

産地づくり推進）については、モデル的な取

組を支援する事業から、有機農業の拡大を図

る拠点となる地域を支援する事業へと見直

し。また、有機農業を広域で指導できる環境

の整備に向けた経営・技術指導マニュアルの

▲ 会議の様子
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作成や指導計画の策定等を支援するメニュ

ーを拡充したとのことです。

有機転換推進事業については、新たに有機

農業を開始する農業者に対して、有機種苗の

購入や土づくり、病害虫が発生しにくいほ場

環境の整備といった有機農業の生産を開始

するにあたり必要な経費を引き続き支援す

るとのことです。

係員 橋場 萌 氏

また、令和 年度補

正予算について、グロ

ーバル産地生産流通基

盤強化緊急対策のうち、

有機 認証・ 認

証取得等を支援。有機

農畜産物や有機加工食品の輸出拡大を図るこ

とを目的に、輸出のために有機 や 等の

認証取得を目指す農業者や食品事業者を対象

とした認証取得や商談の実施等を支援する事

業になっているとの説明がありました。

なお、令和 年度の予算概要については、資

料のご提供がありました。

． が実施する立入検査等の結果につ
いて

本部 認定センター 登録審査課
主任調査官 石川 聖文 氏

令和 年 月に開催された農林水産省の有

機登録認証機関連絡会議における の不

適合事例に関する説明資料について、 協会

が参加者から事前に募集した質問への回答が

ありました。

不適合事例の具体

的な内容を知りたい

という要望について

は、具体的でわかり

やすい資料が示され、

加えて、有機的管理

の開始点についての詳しい解説がありました。

．みどりの食料システム戦略の進捗と今後の
展開
農林水産省 大臣官房 環境バイオマス政策課
みどりの食料システム戦略グループ
調整官 清水 治弥 氏

みどりの食料システ

ム戦略について、進捗

や今後の動向について

説明がありました。

この政策は、 年

に向けて意欲的な目

標を掲げて策定され

たもので、食料・農林水産業の生産力向上と持

続性の両立を実現するための技術開発、イノベ

ーションを進めていこうという戦略です。

これまでの政策と違い、生産面だけでなく、

調達、加工・流通といった食料システムの各段

階を含めた実現目標を計画しています。

みどりの食料システム法に基づく取組とし

ては、都道府県が環境負荷に取り組む生産者を

支援する、国が新技術の提供を行う民間事業者

を支援するという つの認定制度があり、 万

千名を超える生産者が認定を受けています。

さらに生産者だけでなく、地域での取組を進め

る特定区域での計画認定を受ける制度も設定

し、新たな技術開発に取り組む民間事業者には

研究機関等も連携して の事業者が認定を受

けています。

令和 年度補正予算ではこのような取組の

サポート体制を作るための事業を開始したと

のことです。

今後の展開としては、食料農業基本法の改正

を受けて、環境と調和のとれた食料システムの

確立、食料システム全体での環境負荷低減の取

組推進等が、基本理念の一つとして位置付けら

れ、国内に限らず国際的な情報発信にも力を入

れて進めているとの説明がありました。
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質疑応答
会議内で以下の質疑応答がありました。

・ベトナムの有機認証について、 年程前は、

日本の特別栽培米のような有機の前段階と

なる制度があったと思うが、そのような制度

が発展していったのか、初めから有機に特化

して取り組んでいたのか。

→もともとベトナム国内にあった有機の規

格が発展していき、 年から政府の方

針のもと、本格的に力を入れて取り組むよ

うになった。（基準認証室 清家氏）

・クロスコンプライアンスは、有機農業の推進

の事業にも関係があるのではないか。また、

今後環境負荷低減の取組の実践が義務化と

なるが、どのように取り組むのか。

→農林水産省のすべての補助事業に対して

要件化されるため、基本的にすべての事業

が対象となる。環境負荷低減の取組の確認

については、令和 年度から試行的に開始

する。（みどりの食料システム戦略グルー

プ 清水氏）

・有機 普及対策事業の補助と、有機転換推

進事業、環境保全型農業直接支払い交付金は

並行して受けることができるのか。

→有機転換推進事業及び環境保全型農業直

接支払い交付金は、有機認証費用自体の補

助ではないので並行して補助を受けるこ

とができる。（農業環境対策課 増野氏）

・みどりの食料システム法の認定制度におけ

る新技術の提供は、みどりの食料システム戦

略の中でどのような位置付けになるのか。

→新技術の提供を支援する取組は、機械・資

材メーカーも含めて認定を行っている。生

産者だけでなく、技術開発や市場拡大も重

要であるため、このような認定・支援の仕

組みを活用して推進していきたい。（みど

りの食料システム戦略グループ 清水氏）

以上

（みどりの食料システム戦略グループ 清水氏 資料より）
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令和 年 月 日に、第 回日本版包装

前面栄養表示に関する検討会が開催されまし

た。以下に検討会の概要をお伝えします。

議議 事事

加工食品における栄養成分等の表示実

態調査の結果について

摂取時の量とのかい離が生じる食品の

取扱い

日本版包装前面栄養表示の様式

その他

▲ 消費者庁 井上審議官のご挨拶

冒頭、消費者庁 井上審議官より、加工食品

における栄養成分等の表示実態調査の結果も

踏まえ、前回に引き続き摂取時の量とのかい離

が生じる食品の取り扱いと、新たに日本版包装

前面栄養表示の様式について、忌憚のないご意

見をいただきたい旨挨拶がありました。

■ 加加工工食食品品ににおおけけるる栄栄養養成成分分等等のの表表示示実実態態

調調査査のの結結果果ににつついいてて

消費者庁 食品表示課の斎藤課長補佐より、

加工食品約 点を対象に行った実態調査に

ついて報告がありました。本調査は、加工食品

のパッケージを撮影し、「表示している栄養成

分」、「推定値」、「標準的な調理例」及び「同

例に基づく栄養成分表示」について情報収集し

たものであり、この結果を基に、消費者庁にお

いて販売時と摂取時の栄養成分等の量にかい

離が生じる食品が新たに類型化されました（下

図参照：消費者庁ウェブ資料より）。

この実態調査に関連して、中村構成員（オー

ル日本スーパーマーケット協会 常務理事）より、

現在実際に行われている加工食品のパッケー

ジ例について説明があり、この つの報告を踏

まえて、摂取時の量とのかい離が生じる食品の

取り扱いについて、議論がなされました。

消費者庁 日本版包装前面栄養表示に関する検討会（第 回）

日本版包装前面栄養表示の

様式案が示される
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■ 摂摂取取時時のの量量ととののかかいい離離がが生生じじるる食食品品のの取取

りり扱扱いい

斎藤課長補佐より、表示実態調査の結果を踏

まえ、販売時と摂取時の栄養成分等の量にかい

離が生じる食品の取り扱いについて以下の通

り提案がありました。

① 水のみを用いて調理する食品

茶葉、コーヒー豆などの水で抽出する

食品

濃縮ドリンクなどの水で希釈する食

品

塩蔵わかめ、塩蔵くらげなどの水で塩

抜きする食品

カップ焼きそばや生麺などの湯切り

する食品

② ココアやシリアルなどの一般的に牛乳を

加える食品

③ 冷凍フライや冷凍ピラフなどの油のみを

用いて調理する食品

④ ホットケーキミックスやお好み焼き粉な

どの名称からその用途が明らかなミック

ス粉

⑤ パスタソース、炊き込みご飯の素、カレー

ルーや具材を加えて作る合わせ調味料な

どの調理方法を表示する調味料

また、調理した後の状態における表示を選択

する場合、「調理後の状態である旨がわかる食

品単位」及び「用いる食品の種類やその量がわ

かるよう調理方法」を表示することについて提

案されました。

【【審審議議】】

新たに類型化された、販売時と摂取時の栄養成

分等の量にかい離が生じる食品群について

① 水のみを用いて調理する食品

・薄める量には個人差があるので、希釈した状

態のものを表示するのには疑問がある。

・（消費者庁）水で希釈する食品は、希釈する

ことによって水の容積が増えるだけなので

販売時の状態の表示で良いとの意見もある

と思うのでご議論願いたい。

・調理後の状態における栄養素等の量を選択

できるということなので、必ずしも希釈後の

量を書くという訳ではないが、元の製品の濃

度によって適切な希釈度合いを書くことを

含めて選択できるというふうにしていただ

きたい。

・（まとめ）事務局提案通り調理後の状態にお

ける栄養素等の量を選択できることとなり

ました。

② 一般的に牛乳を加える食品

・事業者が調理後の状態における栄養素等の

量の表示を選択できることに疑問を感じて

いる。ルールを作る側としてはどちらかを推

奨すべきではないか。なるべく消費者が同じ

条件で比較できるようにした方が良い。調理

後の表示を推奨して欲しい。

・（議長）販売時及び調理後の両方を表示する

という選択肢はあるのか。

・（消費者庁）消費者の混乱を招かないために

もどちらか つの表示にした方が好ましい。

・裏面はこれまで通り製品そのものの栄養成

分表示の前面表示に関しては調理後の表示

を推奨するようにしてはどうか。

・（消費者庁）事務局案では食品の特性に応じ

て、販売時か調理後の表示を選択できること

としているが、どちらかを推奨する、という

ことになると、事業者の意見を聞いて判断す

る必要がある。

・食品に応じて販売時か調理後の表示が選択

⚫ 調理方法が簡潔であることから、調理し

た後の状態における栄養素等の量を選

択できる食品

⚫ 具材の選定など消費者の選択肢が多い

ため、販売時の状態における栄養素等の

量を表示することとする食品
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できることに賛成するが、どちらの表示が添

付されているのか消費者がわかるようにし

てほしい。

・加えるものを牛乳に限定するのか、それとも

低脂肪乳、豆乳、ヨーグルトなども可とする

のか確認したい。

・（消費者庁）加える牛乳やその他の乳製品に

ついてどのくらい多様性があるのか把握し

ていないので、事業者と話し合いながら進め

ていきたい。

・（まとめ）前面表示の大枠は事務局提案通り

調理後の状態における栄養素等の量を選択

できることとし、詳細については事業者との

話し合いで進めることとなりました。

③ 油のみを用いて調理する食品

・冷凍ピラフなどは油を使わずにレンジで温

めるものもあり、調理法に多様性があるので

はないか。

・（消費者庁）代表として例示した食品が適切

ではなかったかもしれないが、当該食品群と

しては、油のみを使って調理する食品を想定

していただきたい。

・冷凍コロッケなどの吸油率についても表示

することも含めて選択できることが望まし

い。

・牛乳の場合と同様に、油についてもバターな

ど多様性があるため、調理法の中に何を使う

か明記した上でそれに基づいた表示をして

欲しい。

・（まとめ）事務局案通り、調理方法を明記し、

調理した後の状態における栄養素等の量の

表示を選択できることとし、吸油率に留意す

ることとなりました。

④ 名称からその用途が明らかなミックス粉

・これらの食品には複数の具材を追加する可

能性があり、消費者が商品を適切に比較でき

るようにするためにも販売時の状態におけ

る栄養素等の量を表示することに賛成する。

・追加する具材が複数になると、特殊な材料を

使用してより栄養価が高くなるような消費

者を誤認させるケースが出てくる可能性が

あるので、販売時の状態で表示することに賛

成する。

・（まとめ）事務局案通り、販売時の状態にお

ける栄養素等の量を表示することとなりま

した。

⑤ 調理方法を表示する調味料

・消費者が様々な食品を使用して調理するこ

とが可能な食品とみなして、事務局案通り販

売時の状態で表示することに賛成する。

・調味料に関しては、塩分の摂取に関して消費

者が選択できる観点からも販売時の状態で

表示していただくことに賛成する。

・（まとめ）事務局案通り、販売時の状態にお

ける栄養素等の量を表示することとなりま

した。

調理した後の状態において表示すべき内容に

ついて

・牛乳や油の種類が多様化していることから、

▲ 検討会の様子
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消費者を誤認させないためにもガイドライ

ンの中に、牛乳や油の成分について日本食品

標準成分表から代表値を引用して計算する

旨規定するのが良いのではないか。

・（消費者庁）牛乳に関して 種類に絞ること

については賛同できるところもあるが、一方

で油の吸油率について実際に事業者が調理

した製品を分析した値の方が正確ではない

かと考えている。ぜひご意見をいただきたい。

・現在義務化されている栄養成分表示につい

ては推定値の表示が認められているので、前

面栄養表示に関して事業者への説明を行う

際には考え方をきちんと説明して欲しい。

・（議長）ガイドラインを作成するときに更に

検討していきたい。

・アソート商品（漬物が数種類入っているもの

など）についてどのように表示していくのか

悩ましい問題となっている。今後食品の類型

を整理する中で例示していただけると有難

い。

・（消費者庁）我が国における包装前面栄養表

示の検討の方向性では、消費者が利活用しや

すい食品単位で表示することとされており、

食品単位を当該食品の 食分であることを

原則としていることから、実際に 食あたり

と規定できるかどうかを確認して検討する

必要がある。

・（議長）今後の課題としていきたい。

・（消費者庁）議論の中で、消費者に誤認を与

える可能性がある点についてあげられたと

ころがあるので、今後、禁止すべき事項につ

いても議論を深めていただきたい。

■ 日日本本版版包包装装前前面面栄栄養養表表示示のの様様式式

斎藤課長補佐から、前回の検討会で決定した

日本版包装前面栄養表示の様式案の要件を踏

まえ、様式案のデザインについては、

① 視認性を高めること（罫線で囲む等情報

の識別化）

② 可読性を高めること（読みやすい書体の

選択）

③ 記載数値が何かを伝えること（補足する

情報）

この 点がしっかり伝わるものが望ましいこ

とを踏まえ、様式案の原型について下図の通り

提案されました。

（消費者庁 資料 より）

様式の原型案については、上図に示すものば

かりではなく、アレンジを加えた案についても

示されました（下図参照）。

（消費者庁 資料 より）

今回の検討会においては、以下の 点につい

て議論いただきたい旨発言がありました。

① 特定の栄養成分について、デザインを変

える必要性はあるか。

② 上記を検討した上で、 つの様式案（原型）

のうち残すべきもの（最大 つまで）はど
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れか。

③ そのほかに修正や配慮すべき点は何か。

また、特定の栄養成分のデザインを変える必

要性として、

⚫ 熱量及びエネルギー産生栄養素であるたん

ぱく質、脂質、炭水化物の量は、消費者の

適正な体重の維持に資する情報

⚫ 食塩相当量は、食塩摂取量の減少に資する

情報

であり、情報の目的が異なることを踏まえ、「熱

量、たんぱく質、脂質及び炭水化物」と「食塩

相当量」でデザインを使い分けてはどうか、し

かしながら、いずれかが過度に強調されること

がないよう、白黒反転ではなく、原型を使い分

けたデザインにしてはどうかとの提案があり

ました。

【【審審議議】】

・文字の記載スペースが大きく、フォントや文

字数を変えられる余地があり見やすいため、

様式案（原型）のＡを支持する。また、情報

の目的に応じて、様式案（原型）（ ）の上

段に示されているように、食塩相当量とそれ

以外を区別すべきであると考える。

・食塩に関しては、高齢者も子供も関係なく摂

取しすぎであり、健康に影響を与えるという

ことを国民全体で認識する意味でも強調し

てよいのではないか。

・事業者としてはより多く文字が入れられる

Ａがよい。原案は白抜きの黒文字であるが、

パッケージによっては逆転するパターンに

ついて加味していただきたい。また、原型は

横書きであるが、縦書きについても許可して

いただきたい。

・事業者によっては、食塩相当量が目立つこと

よってネガティブなイメージがつきかねな

いことを懸念して、前面表示の取組みに二の

足を踏むことがあるのではないか。色を反転

させることは強調表示になるのではないか

と思っている。

・様式については数値の桁数が変わってもち

ゃんと表示できるスペースがあるＡが良い。

食塩相当量に関して、色が反転していた場合、

消費者としては、食塩含有量が多いというこ

となのか少ないということなのか、また食塩

の量について認識すべきであるということ

なのかちゃんと伝わるようにして欲しい。Ｂ

やＣ案は栄養素等の項目が中央にあり、数値

が上と下に配置されているため、数値が頭に

入ってきやすいので、数値の記載を大きくす

る工夫をすればよいのではないか。食塩相当

量について強調することには賛成である。

・原型で示されたパーツの並べ方や組み合わ

せ方についてもどれだけ許容するのか事務

局の意見をお伺いしたい。

・（消費者庁）我が国の包装前面栄養表示の検

討の方向性としては、消費者が表示を見つけ

やすくする観点から様式は統一したものが

良いと考えているが、横型と縦型については

検討の余地がある。

・（議長とりまとめ）様式案としてはＡ、Ｂ、

Ｃが良いのではないか、ただ、中央に栄養成

分名が入った方がわかりやすいし、数値が入

るスペースを大きく取った方が良い。また商

品によっては縦書きでも良いのではないか。

食塩相当量については、強調表示ではないが、

少し目立つようにしてはどうかという意見

があった。白黒反転すると強調しすぎるため、

食塩部分だけ形を変えたり少し離したりし

て区別するようにしてはどうか。様式案につ

いては次回検討会でもさらに検討する。

■ そそのの他他

本検討会の資料は消費者庁 ページ（

）からご覧いただけます。
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昨年 月 日に、第 回食品期限表示の設

定のためのガイドラインの見直し検討会が開

催されましたので、以下に概要をお伝えします。

議議 題題

（ ）第 回検討会での委員からの意見につい

て

（ ）加工食品の期限表示設定に関する実態調

査ヒアリング結果報告について

（ ）期限表示に関する最新の知見について

（ ）「食品期限表示の設定のためのガイドラ

イン」の見直しの方向性について

■ 第第 回回検検討討会会ででのの委委員員かかららのの意意見見

第 回検討会における照会内容について、消

費者庁から回答がありました。

＜諸外国における食品の期限表示制度＞

・米国では連邦政府や州政府は、期限表示を設

定するための具体的な計算方法を定めてお

らず、事業者の判断に任せている。

・ の欧州食品安全機関（ ）が示した方法

では、期限表示の選択は製品ごとの判断が必

要であり、ハザードや製品の特長、保管環境

を勘案すべき。保存可能期間の設定は、流通・

保管・仕様の環境を想定し、食品に含まれる

病原性 腐敗微生物の生育挙動の評価等を行

うべきとされている。 等

＜実態調査アンケート＞

ヒアリング対象事業者へ追加質問するなど

して以下のことが分かりました。

・想定温度が「具体的な温度設定なし」を選択

した事業者では、商品が保存される温度は、

根拠をもって各事業者で設定している。

・「自社基準」で期限表示を設定する事業者で

は、業界ガイドライン等を参考にしながら、

自社のデータや実績を総合的に勘案して自

社基準を設定している。

・微生物の基準や安全係数について、各種ガイ

ドラインを基にした基準が重視されており、

緩和（期限の延長）は難しい。

【【審審議議】】

・商品群によって期限延長の課題が異なるの

で、カテゴリーに応じてきめ細かな議論が必

要と受け止めた。

→（消費者庁）ヒアリング先のグローバル企

業は常温品を扱っており、全て賞味期限の

ため微生物試験は行わないとのことだっ

た。一方で、チルドやフローズンチルドの

製造企業にとっては微生物を想定しない

ことは難しい。その辺りを見直しガイドラ

インでどう上手く表現していくかという

ことと考える。

→（座長）大変重要なところだと思う。自主

基準を設けて実施しているという回答と、

行政側のガイドラインに依存していない

回答があった。温度は、食品群によって違

う考え方をとらざるを得ないので、その辺

りの考え方がポイントになると思う。

■ 加加工工食食品品のの期期限限表表示示設設定定にに関関すするる実実態態調調査査

ヒヒアアリリンンググ結結果果報報告告

消費者庁から、前回検討会後に実施した 社

のヒアリング結果について説明がありました。

消費者庁 食品期限表示の設定のためのガイドラインの見直し検討会（第 回）

期限表示に関する最新の知見と

見直しの方向性の検討
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【【審審議議】】

・（座長）賞味期限切れ食品の「食べることが

できる期限」に関する問い合わせがあった場

合の対応について、責任を持てないので、か

なり厳しい状況で対応していることがよく

わかる。この辺りをどう汲み取るかが今後の

課題だと思う。

・消費者がどういう管理をしているのか分か

らないので「食べられる」と言い切れない部

分があるのかと思う。

・物流や小売店で温度帯を下げることは難し

く、流通での温度コントロールができないと

いう回答に実態が表れていると感じた。

→（座長）流通の温度管理は、 が適切

に実施されたという前提で議論をしてよ

いと思う。

■ 期期限限表表示示にに関関すするる最最新新のの知知見見

期限表示に関する最新の知見について、委員

名から発表がありました。

「埼玉県で発生した大規模食中毒事例概要と

その分離大腸菌株の低温増殖性に関する検証」

五五十十君君座座長長（（東東京京農農業業大大学学 食食品品安安全全研研究究セセンンタタ

ーー セセンンタターー長長））

・令和 年 月 日に埼玉県八潮市で病原性

大腸菌 を原因物質とする大規模食中

毒が発生。原因食品は同日に提供された海藻

サラダで、病因物質が付着した原料を最終加

熱工程のないメニューに供したこと、温度管

理が不十分な状況下で前日調理したことが

原因だった。

・この分離大腸菌株の低温増殖性について検

証した結果、10℃の増殖性が明らかに高く、

日後に に達したが、8℃以下の増

殖は確認されなかった。

・その他の各種細菌の ℃における増殖挙動

を検証したところ、既知の低温増殖性菌は

日後に 以上。多くの食中毒菌は、

日後で 倍程度の増殖が確認された。ま

た 、 、

については増殖が確認さ

れなかった。

・さらに菌株を増やして検証を行い、わが国の

低温 10℃以下の管理の妥当性や低温管理の

基盤となるような科学的根拠を提供する必

要がある。

（資料 より）
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「食品中の低温増殖性食中毒菌について」

岡岡田田委委員員（（国国立立医医薬薬品品食食品品衛衛生生研研究究所所 食食品品衛衛生生

管管理理部部 第第三三室室 室室長長））

・食中毒菌の中には、5℃以下で増殖可能な菌

が存在する。

・その代表例である

（リステリア）は、国内でも多くの食品から

分離されている。

・リステリアの増殖速度は、7℃以上で急速に

上昇する。

表表 リリスステテリリアアのの増増殖殖条条件件

（資料 より）

・国内のリステリア症患者数は明らかではな

いが、 年から 年の敗血症からの分

離数調査で倍増していた。

・リステリアは細菌性食中毒のなかで特に致

命率が高い。

・流通食品の中で、特にリステリアのリスクが

高いのは加熱せずにそのまま食べる（ ）

食品のうち、

✓ 10℃以下の冷蔵温度帯で流通する食品（特

に ～10℃）

✓水分活性が 以上、 以上の食品

✓食品保存期間が数日以上ある食品

✓加熱工程があっても、その後に加工工程が

ある食品（包装後加熱ではないもの）

・以上のことから、冷蔵温度帯流通食品のうち、

リステリアが増殖しうるタイプで保存期間

が長めのものについては、期限表示及び流通

温度帯を考慮する必要がある。

「食品の期限設定における理化学試験及び官

能評価」

太太田田委委員員（（一一般般財財団団法法人人日日本本食食品品分分析析セセンンタターー

大大阪阪支支所所 微微生生物物部部 副副部部長長））

・理化学試験について、「水分活性」「揮発性

塩基窒素」「酸価」「過酸化物価」「化学的

特性値（ 、酸度）」「物理的特性値（

（糖度）、色、粘度、濁度、かたさ））

・官能評価について、長所・短所、必要条件等

（資料 より）

・食品のマトリックスは複雑であるため、長期

保存食品について加速試験で賞味期限を決

めることは難しい。

【【審審議議】】

・リステリアは 年以上前から話題になって

いるが、食中毒統計には載っておらず感染症

の統計に載っている。今後も変わらないか。

→（座長）食中毒統計は、病院で食品媒介性

の認識があった時に保健所を通じて届け

られる統計である。リステリアは潜伏期間

が非常に長く、いわゆるリステリア症にな

らないと原因特定されないため、食品媒介

という形で情報が上がってこない特性が

ある。このため今後もリステリアが食中毒

統計に上がってくる可能性は非常に低い

と思われる。患者数の推計はアクティブサ

ーベランスという手法で推定値を出して

おり、この手法は海外でも用いられている。

海外では汚染菌数が高いもので集団事例

が起こっているため、リステリアは食品媒

介の認識がある。

・官能評価分析の規格が にあるようだが、

海外でも同様の手法で実施しているのか。

→（太田委員）海外の状況までは知見がない。

→（座長）事務局でリサーチできればお願い

したい。

→（消費者庁）各論について消費者庁がどこ

まで調査して情報提供できるかは考える

必要がある。

→ （官能分析分科委員会）で

官能評価の手法について国際的な規格を

定めているが、食品期限設定のためのガイ

ドラインについては情報を持ち合わせて

いない。

・（座長）酸価及び過酸化物価の規制について、

基準と食べられる範囲の位置関係はある程

度推測できるか。

→（太田委員）製造企業はおおよその数字を

持っていると思う。国の規制は、規定値を

超えたものが流通しないようにという網

掛けであると認識している。

→（座長）この基準はあまり使わない方がよ

く、各社の評価を優先するということでよ

ろしいか。

→（太田委員）よいと思う。

■ 「「食食品品期期限限表表示示のの設設定定ののたためめののガガイイドドララ

イインン」」のの見見直直ししのの方方向向性性

食品期限表示の設定のためのガイドライン

の見直しの方向性について、次ページの表のと

おり消費者庁から説明がありました。

【【審審議議】】

・衛生規範が廃止され、結果などに対して基準

や目安がない状態である。業界でガイドライ

ンを反映する際の指標や目安を設けた方が

よい。

→（消費者庁）食品表示期限の設定のガイド

ラインを参考に、各業界でガイドラインを

作成する取組をしたい。

→（業界団体）食品は幅広く、業種や形態に

よって危害要因や、期限表示設定の項目が

異なる。業種に合ったガイドラインを作る

ことが大切であり、協力できることがあれ

ばしたい。（ ）指標の「 における危

害要因に応じて、自ら指標を決定すること

を促す」ことが一番難しい。業界がきちん

とした危害分析をすることは難しく、期限

表示についてもガイドラインがないと決

められない。あるいは、科学的根拠以上の

ものを設定してしまうこともあり得るの

で、ぜひご協力できたらと思う。

・微生物の増殖を抑える方法には脱酸素剤を

用いたり、真空包装にする方法もある。真空

包装する際は、嫌気性のクリストリジウム属

のような菌の検査があった方がよいが、実際

にはあまり知られていない。高温や低温の細

菌数検査もあまり実施されていない。リステ

リアだけがクローズアップされないよう、そ

の他の菌も含めた指標にしてほしい。

・（座長）食品の場合、指標はかなり各論にな

り、このガイドラインに値を盛り込むことは

難しいと思う。「指標の設定の考え方」など

にした方がよいのではないか。微生物系、化

学系、官能などいろいろあるが、それぞれど
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「食品中の低温増殖性食中毒菌について」

岡岡田田委委員員（（国国立立医医薬薬品品食食品品衛衛生生研研究究所所 食食品品衛衛生生

管管理理部部 第第三三室室 室室長長））

・食中毒菌の中には、5℃以下で増殖可能な菌

が存在する。

・その代表例である

（リステリア）は、国内でも多くの食品から

分離されている。

・リステリアの増殖速度は、7℃以上で急速に

上昇する。

表表 リリスステテリリアアのの増増殖殖条条件件

（資料 より）

・国内のリステリア症患者数は明らかではな

いが、 年から 年の敗血症からの分

離数調査で倍増していた。

・リステリアは細菌性食中毒のなかで特に致

命率が高い。

・流通食品の中で、特にリステリアのリスクが

高いのは加熱せずにそのまま食べる（ ）

食品のうち、

✓ 10℃以下の冷蔵温度帯で流通する食品（特

に ～10℃）

✓水分活性が 以上、 以上の食品

✓食品保存期間が数日以上ある食品

✓加熱工程があっても、その後に加工工程が

ある食品（包装後加熱ではないもの）

・以上のことから、冷蔵温度帯流通食品のうち、

リステリアが増殖しうるタイプで保存期間

が長めのものについては、期限表示及び流通

温度帯を考慮する必要がある。

「食品の期限設定における理化学試験及び官

能評価」

太太田田委委員員（（一一般般財財団団法法人人日日本本食食品品分分析析セセンンタターー

大大阪阪支支所所 微微生生物物部部 副副部部長長））

・理化学試験について、「水分活性」「揮発性

塩基窒素」「酸価」「過酸化物価」「化学的

特性値（ 、酸度）」「物理的特性値（

（糖度）、色、粘度、濁度、かたさ））

・官能評価について、長所・短所、必要条件等

（資料 より）

・食品のマトリックスは複雑であるため、長期

保存食品について加速試験で賞味期限を決

めることは難しい。

【【審審議議】】

・リステリアは 年以上前から話題になって

いるが、食中毒統計には載っておらず感染症

の統計に載っている。今後も変わらないか。

→（座長）食中毒統計は、病院で食品媒介性

の認識があった時に保健所を通じて届け

られる統計である。リステリアは潜伏期間

が非常に長く、いわゆるリステリア症にな

らないと原因特定されないため、食品媒介

という形で情報が上がってこない特性が

ある。このため今後もリステリアが食中毒

統計に上がってくる可能性は非常に低い

と思われる。患者数の推計はアクティブサ

ーベランスという手法で推定値を出して

おり、この手法は海外でも用いられている。

海外では汚染菌数が高いもので集団事例

が起こっているため、リステリアは食品媒

介の認識がある。

・官能評価分析の規格が にあるようだが、

海外でも同様の手法で実施しているのか。

→（太田委員）海外の状況までは知見がない。

→（座長）事務局でリサーチできればお願い

したい。

→（消費者庁）各論について消費者庁がどこ

まで調査して情報提供できるかは考える

必要がある。

→ （官能分析分科委員会）で

官能評価の手法について国際的な規格を

定めているが、食品期限設定のためのガイ

ドラインについては情報を持ち合わせて

いない。

・（座長）酸価及び過酸化物価の規制について、

基準と食べられる範囲の位置関係はある程

度推測できるか。

→（太田委員）製造企業はおおよその数字を

持っていると思う。国の規制は、規定値を

超えたものが流通しないようにという網

掛けであると認識している。

→（座長）この基準はあまり使わない方がよ

く、各社の評価を優先するということでよ

ろしいか。

→（太田委員）よいと思う。

■ 「「食食品品期期限限表表示示のの設設定定ののたためめののガガイイドドララ

イインン」」のの見見直直ししのの方方向向性性

食品期限表示の設定のためのガイドライン

の見直しの方向性について、次ページの表のと

おり消費者庁から説明がありました。

【【審審議議】】

・衛生規範が廃止され、結果などに対して基準

や目安がない状態である。業界でガイドライ

ンを反映する際の指標や目安を設けた方が

よい。

→（消費者庁）食品表示期限の設定のガイド

ラインを参考に、各業界でガイドラインを

作成する取組をしたい。

→（業界団体）食品は幅広く、業種や形態に

よって危害要因や、期限表示設定の項目が

異なる。業種に合ったガイドラインを作る

ことが大切であり、協力できることがあれ

ばしたい。（ ）指標の「 における危

害要因に応じて、自ら指標を決定すること

を促す」ことが一番難しい。業界がきちん

とした危害分析をすることは難しく、期限

表示についてもガイドラインがないと決

められない。あるいは、科学的根拠以上の

ものを設定してしまうこともあり得るの

で、ぜひご協力できたらと思う。

・微生物の増殖を抑える方法には脱酸素剤を

用いたり、真空包装にする方法もある。真空

包装する際は、嫌気性のクリストリジウム属

のような菌の検査があった方がよいが、実際

にはあまり知られていない。高温や低温の細

菌数検査もあまり実施されていない。リステ

リアだけがクローズアップされないよう、そ

の他の菌も含めた指標にしてほしい。

・（座長）食品の場合、指標はかなり各論にな

り、このガイドラインに値を盛り込むことは

難しいと思う。「指標の設定の考え方」など

にした方がよいのではないか。微生物系、化

学系、官能などいろいろあるが、それぞれど
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ういうポイントでどういったものを設定す

るかという考え方を示すイメージである。

→加えて、それらが食品群によって異なるこ

とを強調し、業界でガイドラインを示すこ

とまで明示して欲しい。

→（座長）消費者庁は、考え方の冒頭にその

内容を加えていただきたい。

・消費者に馴染みが薄いのに、リステリアだけ

表示や情報提供を促すことに違和感がある。

いろいろな食品に期限が過ぎた後の食べ方

があると思うし、食品群によって違うと思う。

消費者に対する情報提供は、保存方法や食品

群に応じて一括表示外に丁寧に行ってほし

い。

→（座長）リステリアに特化した書き振りは

少し修正した方がいいということか。

→リステリアの重要性はわかるので、指標に

は残し、情報提供のところを整理していた

だきたい。

・（ ）指標で、リステリアだけ強調されてい

る印象を受けた。メーカー側が自社製品の保

存条件を含めたハザードとして十分認識し

ていない他のものもカバーする工夫がされ

るとよい。

（１）消費期限／賞味期限 
① 一定の日数ではなく、食品表示基準第２条で規定

する用語の定義に基づき設定することを記載する。 
② 平成７年厚生省通知及び農林水産省通知に記載

されていた消費期限と賞味期限を「5日」で振り分ける
考え方は現在なくなっていることを記載する。その際、
食品表示基準Q&A（加工-14）にある消費期限と
賞味期限の違いを示したイメージ図も記載する。 

③ 季節や出荷先の気候によって「常温」の温度も異な
り、製造・流通（配送）・販売での温度管理状況も
それぞれ異なる。温暖化による外気温上昇の影響も
年々大きくなり、そのような変動要素による保管温度
変化を勘案して検討することを促す。 

④ 常温品は、必要に応じて、期限設定に関わる「保存
の方法」についての条件（温度等）を具体的に表示
することを検討することを促す。 

（２）指標 
① 具体的な試験にかかる項目等は一律に記載しない

（方向）。 
② HACCPにおける危害要因に応じて、自ら指標を決定
することを促す。 

③ HACCPの危害要因に、リステリアを含めることが必要
な食品（pHや水分活性が高いもの）を記載。リステ
リアは加熱に弱いため、期限が過ぎた後の食べ方
（加熱して食す）等の表示、情報提供を促すことも
あわせて検討。 

④ 微生物の増殖を抑えて期限を延長するために、商品
温度を７度未満とすることを課題として記載する。 
※記載場所は要検討。 

「食品期限表示の設定のためのガイドライン」見直しの方向性（案） 

（資料 をもとに作成）

（３）安全係数 
① Q&Aにある目安「0.8以上」を削除し、食品の特性に

応じて、できるだけ１に近い適切な安全係数の設定
をするよう促す。 

② 食品特性により、安全係数を必ずしも設定する必要
がない食品（加圧加熱殺菌しているもの、塩分濃度
が高いもの、pHや水分活性が低いもの）を記載す
る。 

（４）賞味期限を過ぎても「食べることができる期限」に
関する情報 

① 求められた場合は、できるかぎり「食べることができる期
限」に関する情報を開示し、食品ロス削減につなげる
ことを促す。 

② 「定められた方法により保存」された食品は、まだ食べ
られる期限の目安とともに、受入を希望する者への寄
附を検討する。 

③ 企業発信により「賞味期限が切れてもまだ食べられる
ものである」ことの社会的認識を上げるためにその旨の
表示「おいしいめやす」等を推奨する。 

（５）情報の一覧性向上 
① ガイドラインをQ&Aの別添とし、現Q&Aの期限表示に
関する記載をガイドラインの後ろに移す。 

② その他、通知等にある期限設定に関する情報や消費
者向け啓発事項もガイドラインの後ろに移す。

・（ ）指標④に「商品温度を 度未満とする

ことを課題として記載する」とあるが、食品

ロス削減のために期限を延長するこの取り

組みは、 やものを大切にする考え方が

根底にある。商品温度を低くするにはそれだ

けエネルギーも使用するので、書き振りに注

意して欲しい。

→（座長）何℃と書くことは今の社会情勢か

ら難しいと思う。「コールドチェーンをど

のように管理するかを考慮して」や「添加

物を用いるなど温度以外のいろいろな制

御方法を組み合わせて」という表現を入れ

るとよいのではないか。自社で一貫して温

度管理を設定できる場合を含めた表現に

するとよいと思う。

・（ ）賞味期限を過ぎても「食べることがで

きる期限」の情報発信に関して、消費者と直

接接する小売りが持っている情報発信力は

高いため、行政やメーカーだけでなく、サプ

ライチェーン全体の取組についてトーンを

強めてもよいと思う。 や温度管理など

も小売りまでのコールドチェーンを作らな

ければいけないということを、方向性だけで

も示す書き振りができないか。

・（ ）賞味期限を過ぎても「食べることがで

きる期限」について、求められた場合はでき

るかぎり情報を開示するとなっているが、

「できるかぎり」という言葉が強いと感じる。

メーカーは企業ブランドや技術力を総合し

て品質の劣化する期限を決めて賞味期限と

しているので、その設定を超えてまで安心し

て食べられますよと言うことは難しい。食の

安全と消費者が感じる安心は異なる。言葉を

緩めていただいた方が取り組みやすい。

→（座長）賞味期限を過ぎても「食べること

ができる期限」に関する情報については、

表現を検討することでお願いしたい。

→実効性のある表現になるとよい。

・（座長）（ ）消費期限／賞味期限とあるが、

この方針で行くということか。

→（消費者庁）どちらかに一本化することな

く、引き続き消費期限あるいは賞味期限で

期限表示を設定していただく方向性であ

る。「 日」で振り分ける考え方も用いな

い。

・（座長）おおよその方向性は見えてきたと思

うので、次回はガイドライン改正素案を検討

し、取りまとめに向けて進めていきたい。

■ そそのの他他

次回開催は 月 日の予定です。なお、本懇

談会の資料は消費者庁 ページ（

）からご覧いただけます。
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ういうポイントでどういったものを設定す

るかという考え方を示すイメージである。

→加えて、それらが食品群によって異なるこ

とを強調し、業界でガイドラインを示すこ

とまで明示して欲しい。

→（座長）消費者庁は、考え方の冒頭にその

内容を加えていただきたい。

・消費者に馴染みが薄いのに、リステリアだけ

表示や情報提供を促すことに違和感がある。

いろいろな食品に期限が過ぎた後の食べ方

があると思うし、食品群によって違うと思う。

消費者に対する情報提供は、保存方法や食品

群に応じて一括表示外に丁寧に行ってほし

い。

→（座長）リステリアに特化した書き振りは

少し修正した方がいいということか。

→リステリアの重要性はわかるので、指標に

は残し、情報提供のところを整理していた

だきたい。

・（ ）指標で、リステリアだけ強調されてい

る印象を受けた。メーカー側が自社製品の保

存条件を含めたハザードとして十分認識し

ていない他のものもカバーする工夫がされ

るとよい。

（１）消費期限／賞味期限 
① 一定の日数ではなく、食品表示基準第２条で規定

する用語の定義に基づき設定することを記載する。 
② 平成７年厚生省通知及び農林水産省通知に記載

されていた消費期限と賞味期限を「5日」で振り分ける
考え方は現在なくなっていることを記載する。その際、
食品表示基準Q&A（加工-14）にある消費期限と
賞味期限の違いを示したイメージ図も記載する。 

③ 季節や出荷先の気候によって「常温」の温度も異な
り、製造・流通（配送）・販売での温度管理状況も
それぞれ異なる。温暖化による外気温上昇の影響も
年々大きくなり、そのような変動要素による保管温度
変化を勘案して検討することを促す。 

④ 常温品は、必要に応じて、期限設定に関わる「保存
の方法」についての条件（温度等）を具体的に表示
することを検討することを促す。 

（２）指標 
① 具体的な試験にかかる項目等は一律に記載しない

（方向）。 
② HACCPにおける危害要因に応じて、自ら指標を決定
することを促す。 

③ HACCPの危害要因に、リステリアを含めることが必要
な食品（pHや水分活性が高いもの）を記載。リステ
リアは加熱に弱いため、期限が過ぎた後の食べ方
（加熱して食す）等の表示、情報提供を促すことも
あわせて検討。 

④ 微生物の増殖を抑えて期限を延長するために、商品
温度を７度未満とすることを課題として記載する。 
※記載場所は要検討。 

「食品期限表示の設定のためのガイドライン」見直しの方向性（案） 

（資料 をもとに作成）

（３）安全係数 
① Q&Aにある目安「0.8以上」を削除し、食品の特性に

応じて、できるだけ１に近い適切な安全係数の設定
をするよう促す。 

② 食品特性により、安全係数を必ずしも設定する必要
がない食品（加圧加熱殺菌しているもの、塩分濃度
が高いもの、pHや水分活性が低いもの）を記載す
る。 

（４）賞味期限を過ぎても「食べることができる期限」に
関する情報 

① 求められた場合は、できるかぎり「食べることができる期
限」に関する情報を開示し、食品ロス削減につなげる
ことを促す。 

② 「定められた方法により保存」された食品は、まだ食べ
られる期限の目安とともに、受入を希望する者への寄
附を検討する。 

③ 企業発信により「賞味期限が切れてもまだ食べられる
ものである」ことの社会的認識を上げるためにその旨の
表示「おいしいめやす」等を推奨する。 

（５）情報の一覧性向上 
① ガイドラインをQ&Aの別添とし、現Q&Aの期限表示に
関する記載をガイドラインの後ろに移す。 

② その他、通知等にある期限設定に関する情報や消費
者向け啓発事項もガイドラインの後ろに移す。

・（ ）指標④に「商品温度を 度未満とする

ことを課題として記載する」とあるが、食品

ロス削減のために期限を延長するこの取り

組みは、 やものを大切にする考え方が

根底にある。商品温度を低くするにはそれだ

けエネルギーも使用するので、書き振りに注

意して欲しい。

→（座長）何℃と書くことは今の社会情勢か

ら難しいと思う。「コールドチェーンをど

のように管理するかを考慮して」や「添加

物を用いるなど温度以外のいろいろな制

御方法を組み合わせて」という表現を入れ

るとよいのではないか。自社で一貫して温

度管理を設定できる場合を含めた表現に

するとよいと思う。

・（ ）賞味期限を過ぎても「食べることがで

きる期限」の情報発信に関して、消費者と直

接接する小売りが持っている情報発信力は

高いため、行政やメーカーだけでなく、サプ

ライチェーン全体の取組についてトーンを

強めてもよいと思う。 や温度管理など

も小売りまでのコールドチェーンを作らな

ければいけないということを、方向性だけで

も示す書き振りができないか。

・（ ）賞味期限を過ぎても「食べることがで

きる期限」について、求められた場合はでき

るかぎり情報を開示するとなっているが、

「できるかぎり」という言葉が強いと感じる。

メーカーは企業ブランドや技術力を総合し

て品質の劣化する期限を決めて賞味期限と

しているので、その設定を超えてまで安心し

て食べられますよと言うことは難しい。食の

安全と消費者が感じる安心は異なる。言葉を

緩めていただいた方が取り組みやすい。

→（座長）賞味期限を過ぎても「食べること

ができる期限」に関する情報については、

表現を検討することでお願いしたい。

→実効性のある表現になるとよい。

・（座長）（ ）消費期限／賞味期限とあるが、

この方針で行くということか。

→（消費者庁）どちらかに一本化することな

く、引き続き消費期限あるいは賞味期限で

期限表示を設定していただく方向性であ

る。「 日」で振り分ける考え方も用いな

い。

・（座長）おおよその方向性は見えてきたと思

うので、次回はガイドライン改正素案を検討

し、取りまとめに向けて進めていきたい。

■ そそのの他他

次回開催は 月 日の予定です。なお、本懇

談会の資料は消費者庁 ページ（

）からご覧いただけます。
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ははじじめめにに

（品質マネジメントシステム規格）

に代表されるマネジメントシステムは、認証

や評価制度等を通じて様々な組織に普及して

いる。 ： 「品質マネジメントシ

ステム－基本及び用語」では、「マネジメント

システム」を、「方針及び目標、並びにその目

標を達成するためのプロセスを確立するため

の、相互に関連する又は相互に作用する、組

織の一連の要素」と定義している。言い換え

ると、マネジメントシステムとは、組織が自

ら決定した目標を達成するために必要なプロ

セスと言える。本稿では、食品安全マネジメ

ントシステム規格である を取り上

げ、 と組織のマネジメントがどのよう

に関連しているかを見ていくこととする。

ママネネジジメメンントトシシスステテムム規規格格（（ ））

のの上上位位構構造造

は、マネジメントシステム規格の整合

性を図るため、 年に共通構造の検討に着

手し、 の上位構造（ 、表 ）、共

通テキスト（要求事項）及び共通用語･定義を

とりまとめた。これらは 年に 技術監

理評議会（ ）で承認され、以後、制定･改訂

されるすべての において採用することが

原則として義務づけられた。

上位構造は 章立てで、箇条１～ はそれ

ぞれ序文、適用範囲、用語の定義であり要求

事項ではない。箇条 ～ 及び箇条 及び

は組織の計画及び管理に関する要求事項、箇

条 は運用の管理に関する要求事項である。

この構造は、すべての に共通である。

表 の上位構造 テンプレート

序文
適用範囲
引用規格
用語及び定義

に使用される共通的用語を定義
組織の状況

組織及びその状況の理解
利害関係者のニーズ及び期待の理解

マネジメントシステムの適用範囲の決定
マネジメントシステム

リーダーシップ
リーダーシップ及びコミットメント
方針
組織の役割 責任及び権限

計画
リスク及び機会への取り組み

目的及びそれを策定するための計画策定
支援

資源
力量
認識
コミュニケーション
文書化した情報

運用
運用の計画及び管理

パフォーマンス評価
監視 測定 分析及び評価
内部監査
マネジメントレビュー

改善
不適合及び是正処置
継続的改善

業 界 の動 向

ママネネジジメメンントトシシスステテムム再再確確認認

－－組組織織にに何何がが求求めめらられれてていいるるののかか－－

公益社団法人 日本技術士会 登録 食品産業関連技術懇話会 会員

湯川食品科学技術士事務所 所長

（ 改訂）専門家

技術士（農業部門（農芸化学）、総合技術監理部門） 湯湯川川 剛剛一一郎郎
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のの上上位位構構造造とと 食食

品品安安全全ママネネジジメメンントトシシスステテムム

上位構造の理解は、すべての の考え方の

理解につながる。

以下、表 に示す上位構造に沿って要求事

項の要点を紹介する。なお、本稿では上位構

造に関する基本的な説明は省略し、わが国に

おいて十分理解されているとは言えない

の要求事項を重点的に説明する。

【【箇箇条条 組組織織のの状状況況】】

組織の目的に関連し、マネジメントシステ

ムの意図する結果の達成に影響を与える、外

部及び内部の課題を決定する。食品の安全・

衛生管理については各国で法令･規則による

基本的なリスク管理が行われており、箇条

では、組織が自らの活動に関わる法令･規則を

網羅することが重要になる。一方、品質マネ

ジメントシステムなどのようにマネジメント

システムの意図する結果が明確に法律に定め

られていない場合、組織は利害関係者の意向

や社会･業界のトレンドも把握し、自らの目標

を決定する必要がある。このため、上位構造

の手引には、考慮する必要があるもの、ある

いは考慮する必要があるかも知れない利害関

係者等が例示されている（表 ）。箇条 は、

組織のマネジメントシステムの出発点となる

重要な箇条である。

【【箇箇条条 リリーーダダーーシシッッププ】】

トップマネジメントは、マネジメントシス

テムの方針、目的を確立し、資源の割り当て、

継続的改善の促進等により、マネジメントシ

ステムに関するリーダーシップ及びコミット

メントを実証する。マネジメントシステムを

推進する責任者は組織の品質保証部門ではな

い。トップマネジメントがマネジメントシス

テム推進の責任を有する。

【【箇箇条条 計計画画策策定定】】

箇条 の意図は、潜在的なシナリオ及び結

果を予測することである。計画は、潜在的に

望ましくない影響が発生する前に、組織が取

り組むことを要求するという予防的な性質を

もつが、同時に、潜在的な優位性または便益

を提供しうる好ましい影響に目を向けること

を組織に要求している。この姿勢が継続的な

改善に結びつく。計画策定では、箇条 （組

織及び状況）で特定した組織の状況に関連す

る課題及び箇条 （利害関係者）で特定した

利害関係者の要望を考慮する必要がある。

考慮する必要があるものの例

 適用される法律
 許可, 認可またはその他の形態の承認
 政府の規制
 裁判所又は行政裁判の判決
 組織が所属する上位組織の要求事項
 条約, 協定, 議定書
 関連する業界規範及び業界基準
 締結された契約
 顧客, コミュニティグループ, 非政府組織との協定
 公的機関及び顧客との協定
 自主的な原則又は実施規範を採用することによる

要求事項
 自主的なラベル表示又は環境に対するコミットメ

ント
 組織が結ぶ契約上の取決めから生じる義務事項

考慮する必要があるかも知れない,
潜在的な利害関係者の例

 規制当局（地方, 地域, 国又は国際）
 親組織又は子組織
 顧客
 業界団体及び専門団体
 コミュニティグループ
 非政府組織
 供給者
 近隣者
 パートナー
 従業員, その代表者, 見習い, 及び組織のために

働く他の人々
 オーナー/投資家
 競合他社
 学会及び研究者
 非政府組織

表 2 Annex SL Appendix 2: MSS 作成者への手引き
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箇条 では、組織におけるリスク分析を行

い、予防及び継続的改善を達成するため、何

を考慮し、何に対処する必要があるかを定義

することにより、必要な計画を策定する。リ

スクが組織にとって潜在的に好ましい影響を

もたらすならば、その際、この機会を活用す

ることを認識し、検討することが賢明である。

改善は現状を変えることで達成される。現

状を変えるきっかけが機会である。

【【箇箇条条 支支援援】】

組織は、マネジメントシステムの確立、実

施、継続及び継続的改善に必要な資源を決定

し、提供しなければならない。箇条 は、必

要な条件を列挙し、システム運用のための環

境作りを組織に求めている。トップマネジメ

ントはシステムの運用にはコストがかかる点

を理解する必要がある。

【【箇箇条条 運運用用】】

組織は、プロセスに関する基準の決定、基

準に従ったプロセス管理を実施し、箇条 で

決定した取組を実施するために必要なプロセ

スを計画し、実施し、かつ、管理しなければな

らない。箇条 で取り扱う運用の計画策定は、

箇条 で計画した活動を支援するため、箇条

で行う計画策定より詳細である。

では、分野固有の要求事項とし

て、外部から提供される製品、プロセス又は

サービスに対する管理の程度を定義する際に、

リスクの概念を適用している。 に

おいて、「リスクに基づく考え方」は、組織レ

ベル（箇条 ）及び運用レベル（箇条 ）の二

つのレベルで扱われている（図 ）。図 を

見ると、組織レベルの管理にはマネジメント

（ ）、運用レベルの管理にはコン

トロール（ ）と、異なる用語が用いら

れていることがわかる。

【【箇箇条条 パパフフォォーーママンンスス評評価価】】

トップマネジメントが行うマネジメントレ

ビューには、前回までのマネジメントレビュ

ーの結果、マネジメントシステムに関連する

外部及び内部の課題の変化、マネジメントシ

ステムに関連する利害関係者のニーズ及び期

待の変化、不適合の是正処置、監視及び測定

図 1 ISO22000 におけるマネジメントシステム(MS)と HACCPの関係
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らの助言になる。これは誤りである。

利害関係者からの期待を含め、組織を取り

巻く環境の変化や不適合の状態から回復する

必要がある場合、修正措置、是正措置で済ま

すか、システムの運用や組織のマネジメント

まで含めて変更を行うかについて、組織が考

える場面が「改善の機会」である。

「改善の機会」では、常に改善することを

組織に求めるわけではない。費用対効果等を

考慮し、是正措置ですますか、改善を行うか

の選択を判断する。いずれを選択するかは、

トップマネジメントが、マネジメントレビュ

ーのアウトプットとして決定する。

改善の機会において漫然と現状維持にとど

まるのではなく、常に改善の可能性を考える

ことが継続的改善につながる。

審査の場では、審査員は、組織がそのよう

な機会に気づき、十分に検討した上で処置を

判断したかを確認する必要がある。現状維持

にしても、改善にしても、組織がよく考えた

上で判断したのであれば問題はない。判断の

内容、結果についての評価はマネジメントシ

ステム審査の対象外である。

おおわわりりにに

マネジメントシステム規格の上位構造から、

それが何を組織に求めているのか、また、食

品安全システムの運用実態と比較することに

より、課題を示した。

食品安全マネジメント規格は、 から

出発したため、リスクの捉え方が他のマネジ

メントシステムと異なり、箇条 が組織にお

けるリスクの一部である危害要因への対応を

考える中心的な箇条として意識されてきた。

しかも箇条 の中に を運用するための

サイクルが含まれているため、

に関する研修の場では、 システムの理

解が全体のマネジメントを司る より重

視されてきた。

改めて、 が の規格ではな

く、マネジメントシステム規格であることを

意識し、より強靱な組織の実現に向けてこの

規格が活用されることを期待する。

（本稿は、第 回日本安全学教育研究会会

誌（ 年 月 日発行）に発表した報告

を改訂したものである。）

34　JASと食品表示 ◆ 2025.2



公益社団法人 日本技術士会は、文部科学省が実施する国家試験の代行機関で 部門の専門分

野、例えば農業・水産・生物工学・経営工学・建設・機械・電気電子・情報工学・環境・森林・衛

生工学・資源工学・総合技術監理部門などからなります。

本企画では、 と食品表示誌に「業界の動向」として、食品産業関連技術懇話会のメンバーが

毎月執筆をさせて頂いており、同懇話会が農林水産省を始めとする諸官庁、独立行政法人などに

対して「食品産業に関する適時的な情報提供又は提案」をした最近の事例を紹介致しております。

当会の活動目標は、「産官連携による食に関連するテーマ」を取り上げ、フードサプライチ

ェーン（種苗・栽培・養殖・肥育・処理・加工・包装・流通・喫食・廃棄）の過程での課題を

抽出し、専門家（技術士）として適切な提言をしてゆくことです。

第 回農林水産省と食品産業関連技術懇話会との定例会合の内容は以下の通りです。

１．期 日 年 月 日（水） ～

２．場 所 日比谷図書文化館、セミナールーム （会場・ によるハイブリッド方式）

３．参加者 農林水産省 名※、食品産業関連技術懇話会 名（オンサイト） 名 参加

※農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部 新事業・食品産業政策課 企画

グループ中小企業担当川添英記様、豊田泰寛様、外食・食文化課課長補佐（和

食保護企画班）岡本敏男様

４．講 演

①演者：外外食食・・食食文文化化課課課課長長補補佐佐（（和和食食保保護護企企画画班班）） 岡岡本本 敏敏男男 様

・テーマ：日日本本のの「「食食文文化化」」ををめめぐぐるる情情勢勢ににつついいてて

・和食文化の定義は明確にはなく「一汁三菜」を基本とする。

・ 年 月 日、「和食；日本人の伝統的な食文化」としてユネスコ無形文化遺産に登録

された。

・和食に関するイメージとして、健康に良い、栄養バランスが良い、季節を感じられる、旬

のものがおいしく食べられるなどが挙げられる。

・訪日外国人旅行者の「和食」への関心は高く、訪日前に期待していたことの 位（ ％）

が「日本食を食べること」であった。

・ 年訪日外国人旅行者数は 万人、買い物代が全体の を占め、そのうち約 ％

が「食」関連消費で、飲食費と合わせて、食関連消費は約 兆円を占める。

・農林水産物・食品の輸出額拡大目標として、 年 兆円、 年 兆円を目指してい

る。

公益社団法人 日本技術士会 登録グループ

食食品品産産業業関関連連技技術術懇懇話話会会 活活動動報報告告

食品産業関連技術懇話会 会長 田中 好雄
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◎食品産業関連技術懇話会 総合テーマ：「「日日本本食食文文化化」」ののすすばばららししささとと安安全全性性にに迫迫るる

②演者：江江本本 三三男男 技技術術士士（農業部門）

・テーマ：おお米米のの機機能能性性でで完完全全栄栄養養食食品品ををつつくくるる

・食品業界の市場に「完全メシ 日清食品 （株） 」や「ベースフード ベースフード（株） 」

という商品がある。栄養成分のバランスを考慮したものであろうが、この様なコンセプト

の商品は、バランス栄養食品「カロリーメイト」の様に 年代から存在しているが、商

品の差別化には効果がある。今回、このコンセプトを日本人の主要食材の米で設計してみ

た。新商品の開発のヒントになるのではないだろうか。

③演者：石石田田 賢賢吾吾 技術士（農業部門）

・テーマ：和和食食文文化化のの特特徴徴～～輸輸出出・・イインンババウウンンドド・・おおいいししささ・・健健康康にに関関すするる考考察察～～

・ 年、ユネスコ無形文化遺産に登録された日本食（和食）の特徴は、おいしさ、楽しさ、

健康などにつながる食文化である。優れた食文化を持つ農林水産物と食品の需要拡大には、

輸出、インバウンドなどの世界市場への拡売が重要である。このような日本食の特徴、輸

出、インバウンド需要などの現状、並びにおいしさと健康、特に適塩化（食塩）の重要性

などについて述べる。

④演者：湯湯川川 剛剛一一郎郎 技術士（農業・総合管理部門）

・テーマ：ママネネジジメメンントトシシスステテムム再再確確認認

・食品安全マネジメントシステムである と付き合っていると、ハザード分析が「第

章 運用」に置かれているため、第 章でリスク分析を行うという理解をしがちです。し

かし、マネジメントシステム規格ではリスク分析は「第 章 計画」で行います。第 章のリ

スク分析と第 章の危害要因分析とは何が違うのでしょうか。食品安全マネジメントシステム

とマネジメントシステムの比較から見えてくるマネジメントシステムの知恵を紹介する。

５． ＆

：「和食」の定義がはっきりしない。

：日本で食べられてきた伝統的な食や料理（食文化）のことであるが、明確な定義づけはさ

れていない。

：海外で「日本食文化」を定着させ、広めるためにはどのような方法があるか？

：トップマネジメントの考え方が成否を分けることになる。身を切る覚悟で現地に腰を下ろ

し、先ずしっかりとしたビジネス基盤を築くことである。具体的には、若年層をターゲッ

トとして市場を作り、特に酒が「食文化」を育むことを忘れてはいけない。

（議事録作成：林英一会員）

▲ 会場の様子
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① 制度について 
農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部

食品製造課基準認証室 担当官 

②食品表示について 
宮城大学

名誉教授 池戸重信 氏 

③品質管理概論 
柴田 マネジメント㈱

代表取締役 柴田純男 氏 

④確認テスト － 

⑤食品の安全性 
アース環境サービス㈱

学術部 北日本エリア長 島﨑光臣 氏 

⑥食品工場における

衛生管理 

ジャパン・フードセイフティドクター㈱

代表取締役 池亀公和 氏 

⑦品質管理活動の実際 
（一財）日本食品検査 首都圏事業所

衛生検査部門 技術顧問 井上誠 氏

① の歴史

（背景、運用における考え方、用語の定義、他の規

格との関係など）

講義

② の基礎：７原則１２手順について

（構築の概要、各手順の解説、事例紹介、演習）
講義・演習

③ 中小等企業における実際の取り組みについて

（準備から導入、導入後の問題点、質疑応答など）

講義

・

質疑応答

④ 確認試験 テスト

ＪＡＳ講習会・セミナーのご案内

お申込み及び詳細は、ＪＡＳ協会ホームページをご覧ください。講義内容・講師は都合により変更となる場合がございます。

 食品製造業品質管理担当者等一般講習会

01
テストＷＥＢ

会 場 ２日間 資 格

修了書

●食品関係全品目に共通する品質管理等について、一般的な基礎知識

の習得を目的としています。

●多彩な講師陣による講義は、食品工場や流通関係者から好評です。

カリキュラム・講師 対象

・食品製造業で、

品質管理や JAS 格付業務の担当者

・社員教育にも利用可能

日程 【NNEEWW】令和 77（22002255）年度

第 1 回：5/22（木）-23（金） 東京 準備中

第 2 回：未定

第 3 回：未定

料金（非課税）

会 場：30,000 円～

ＷＥＢ：40,000 円～

お申込・詳細はこちら→

 ＨＡＣＣＰ実践的講習会

02
テストＷＥＢ

会 場 1 日間 資 格

修了書

●令和３年 HACCP 制度化により、原則として、すべての食品等事業者

が HACCP に沿った衛生管理に取り組むことが必要となりました。

●演習を通じて HACCP の基礎知識を身に付ける実践的な講習会です。

カリキュラム・講師 対象

・食品製造業で、品質管理の担当者

・HACCP プランの見直しを検討中の方

・社員教育にも利用可能

日程 【NNEEWW】令和 77（22002255）年度

第 1 回：5/21（水） 東京 準備中

第 2 回：未定

料金（税込）

会 場：19,000 円～

お申込・詳細はこちら→

…JAS 認証の技術的基準で義務付けられている資格要件を満たす講習会として、登録認証機関から指定されています。
本講習会を指定している登録認証は、JAS 協会ホームページでご確認いただけます。

資 格

食品衛生の専門家であるアース環境サービス㈱ 島﨑光臣 氏が講師を

担当。企業の取り組み実態などを豊富に組み込んだ講習内容となって

おり、HACCP の導入～運用を効果的に学習することができます。

現場で役立つ

情報満載！



 
 

① 法及び

有機食品の検査認証制度

（独）農林水産消費安全技

術センター 担当者

②有機加工食品の日本農林規格及び

認証の技術的基準

（独）農林水産消費安全技

術センター 担当者

【Ａコース】

生産行程管理者・小分け業者

③各論：生産行程の管理又は把握の

方法及び格付の方法（外国格付表

示を含む）、小分けの方法及び格

付の表示の方法

【Ｂコース】

輸入業者

③各論：輸入品の受入れ・保管の方

法及び格付の表示の方法

（一社）日本オーガニック

検査員協会 丸山豊 氏

（一社）日本オーガニック

検査員協会 井筒彩子 氏

①開会挨拶、オリエンテーション ―

②食品表示法の解説 講義

③一括表示項目に関する法律の根拠 講義・演習

④添加物、アレルギー物質、遺伝子組換え食品

の表示のポイント
講義・演習

⑤原材料欄作成のケーススタディ 講義・演習

⑥栄養成分表示と景品表示法について 講義・演習

⑦理解度テスト、質疑応答 テスト・質疑応答

ＪＡＳ講習会・セミナーのご案内

経験豊富な専門家である一般財団法人日本食品検査（JFIC）の講師が、

一貫してサポートします。

 演習で学ぶ食品表示セミナー

04
テストＷＥＢ

会 場 ２日間 資 格

修了書

●演習を通じて必要な知識を身に付ける少人数制セミナーです。

●実践的に表示の作成をすることができ、表示ルールの説明だけでは

物足りない方におすすめです。

カリキュラム・講師 対象

・表示の作成や点検に携わる方

・表示検定の受験を考えている方

・社員教育にも利用可能

日程

第 1 回：5/9（木）-10（金） 東京 終了

第 2 回：9/9（月）-10（火） 東京 終了

第 3 回：11/25（月）-26（火）東京 終了

第 4 回：3/3（月）-4（火） 東京 受付中

料金（税込）

一 般：49,200 円

会 員：46,700 円

※ハンディ版食品表示基準を

持参した場合、上記から書

籍購入費を差し引きます。

お申込・詳細はこちら→

 有機加工食品ＪＡＳ講習会

03
テストＷＥＢ

会 場
Ａｺｰｽのみ

1 日間 資 格

修了書

●食品に有機表示をするためには、JAS の認証取得が必要です。

●有機食品の認証制度、有機加工食品の JAS、認証の技術的基準につ

いて、基礎～実践的な内容まで分かりやすくご説明します。

カリキュラム・講師 対象

・生産行程管理者（有機加工食品のみ）、小分

け業者、輸入業者、外国格付表示業者

・JAS 認証の取得を検討中の方

・社員教育にも利用可能

日程

第 1 回：6/12（水） 東京 終了

第 2 回：11/6（水） 東京 終了

第 3 回：2/14（金） 東京 受付中

料金（非課税）

会 場：12,000 円～

ＷＥＢ：17,000 円～

お申込・詳細はこちら→

お申込み及び詳細は、ＪＡＳ協会ホームページをご覧ください。講義内容・講師は都合により変更となる場合がございます。

…JAS 認証の技術的基準で義務付けられている資格要件を満たす講習会として、登録認証機関から指定されています。
本講習会を指定している登録認証は、JAS 協会ホームページでご確認いただけます。

資 格
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